
飲酒運転の防止等に対する飲酒運転の防止等に対する
取組の現状と課題取組の現状と課題

　　　　　　　警　察　庁　　　　　　　　警　察　庁　 　　交　通　局　　交　通　局

　　　　　　　交通事故事件捜査指導官　　　　　　　交通事故事件捜査指導官

　　　　　　　　　　　　　　堀　金　　雅　男　　　　　　　　　　　　　　堀　金　　雅　男



１　取組の現状と酒酔い及び酒気帯び１　取組の現状と酒酔い及び酒気帯び

　　運転件数の推移　　運転件数の推移

２　酒気帯び基準の引下げの考え方２　酒気帯び基準の引下げの考え方

３　今後の課題３　今後の課題

　　　～道交法第６５条第２項の解釈　　　～道交法第６５条第２項の解釈



道路交通法第６５条道路交通法第６５条
（酒気帯び運転等の禁止）（酒気帯び運転等の禁止）

１１ 何人も、酒気を帯びて車両等を運転しては何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはなな

　　

らない。らない。

　　　　

２　何人も、前項の規定に違反して車両等を運２　何人も、前項の規定に違反して車両等を運

　　　　転する転することとなるおそれがある者に対し、酒こととなるおそれがある者に対し、酒

類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。



飲酒運転に関する罰則（１）飲酒運転に関する罰則（１）

酒酔い運転酒酔い運転（道路交通法第１１７条の２）（道路交通法第１１７条の２）

　第６５条第１項の規定に違反して車両等を　第６５条第１項の規定に違反して車両等を

　運転した者で、その運転をした場合におい　運転した者で、その運転をした場合におい

　　てて酒に酔った状態にあった者酒に酔った状態にあった者

　　

　〔３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金〕　〔３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金〕



飲酒運転に関する罰則（２）飲酒運転に関する罰則（２）

酒気帯び運転酒気帯び運転（道路交通法第１１７条の４）（道路交通法第１１７条の４）

　第６５条第１項の規定に違反して車両等を運　第６５条第１項の規定に違反して車両等を運
転した者で、その運転をした場合において身転した者で、その運転をした場合において身
体に政令で定める程度以上にアルコールを体に政令で定める程度以上にアルコールを
保有する状態にあった者保有する状態にあった者

　　

　〔１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金〕　〔１年以下の懲役又は３０万円以下の罰金〕



飲酒運転に関する罰則（３）飲酒運転に関する罰則（３）

アルコールの程度アルコールの程度

　　　　（道路交通法施行令第４４条の３）（道路交通法施行令第４４条の３）

血液：　１　ミリリットルにつき　０．３ｍｇ血液：　１　ミリリットルにつき　０．３ｍｇ

呼気：　１　リットルにつき　　　０．１５ｍｇ呼気：　１　リットルにつき　　　０．１５ｍｇ



飲酒運転に関する罰則（４）飲酒運転に関する罰則（４）

行政処分の基礎点数行政処分の基礎点数

酒酔い運転：酒酔い運転： 　　　２５点　　　２５点

酒気帯び運転（０．２５以上）：酒気帯び運転（０．２５以上）： １３点１３点

酒気帯び運転（０．２５～０．１５）：酒気帯び運転（０．２５～０．１５）： 　６点　６点



酒酔い・酒気帯び運転の検挙件数酒酔い・酒気帯び運転の検挙件数
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飲酒運転の取り締まり件数飲酒運転の取り締まり件数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１４年　　　　　平成１５年　　　　　　　平成１４年　　　　　平成１５年

酒酔い運転　　　　　　酒酔い運転　　　　　　 ２，３３９　　　　　　２，２６７　　２，３３９　　　　　　２，２６７　　
　　　　　　　　

（合計に占める割合）　　（１．１％）　　（合計に占める割合）　　（１．１％）　　 　　（１．３％）　　　　（１．３％）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

酒気帯び運転酒気帯び運転 　　２０９，５１５　　　　１７３，４６３　　２０９，５１５　　　　１７３，４６３

合計合計 　　２１１，８５４　　　　１７５，７３０　　２１１，８５４　　　　１７５，７３０

　　（取締り件数に　　　　　（２．７％）　　　　　（２．２％）　（取締り件数に　　　　　（２．７％）　　　　　（２．２％）　

　　



飲酒運転に対する罰則の強化飲酒運転に対する罰則の強化



危険運転致死傷罪危険運転致死傷罪
（刑法第２０８条の２）（刑法第２０８条の２）

アルコール又は薬物の影響により正常な運転がアルコール又は薬物の影響により正常な運転が

困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、

よって、よって、

人を負傷させた者は人を負傷させた者は１０年以下の懲役１０年以下の懲役に処し、に処し、

人を死亡させた者は人を死亡させた者は１年以上の有期懲役１年以上の有期懲役に処に処
する。する。

（以下略）（以下略）

◎　業務上過失致死傷罪　◎　業務上過失致死傷罪　

　５年以下の懲役・禁錮／５０万円以下の罰金　５年以下の懲役・禁錮／５０万円以下の罰金



危険運転致死傷罪の適用状況危険運転致死傷罪の適用状況

2（ 0.5%）0(　0.0%)運転技能なし

2(　0.5%)6(　1.9%)妨害目的

11(　3.6%)8(　2.5%)薬物影響

38(12.3%)28(　8.7%)高速度

123(39.9%)121(37.6%)信号の殊更無視

132(42.9%)159(49.4%)アルコールの影響

H15H14　



道交法における罰則の強化道交法における罰則の強化

～平成元年から１２年で飲酒事故が１．３倍～平成元年から１２年で飲酒事故が１．３倍

１年以下の懲役１年以下の懲役

３０万円以下の罰金３０万円以下の罰金

３月以下の懲役

５万円以下の罰金

酒気帯び運転酒気帯び運転

３年以下の懲役３年以下の懲役

５０万円以下の罰金５０万円以下の罰金

２年以下の懲役

１０万円以下の罰金

酒酔い運転酒酔い運転

　　　改　正　後　　　改　正　後

（平成１４年６月～）（平成１４年６月～）

　改 正 前違反行為違反行為



酒気帯び運転の基準の強化酒気帯び運転の基準の強化

呼気１リットル当たり呼気１リットル当たり

　　　　　　　　　　　　０．２５０．２５mgmg　→　０．１５　→　０．１５ｍｇｍｇ

基礎点数基礎点数

　０．２５　０．２５mgmg　　　　以上以上 ：　　６点：　　６点 →　１３点→　１３点

　０．１５　０．１５mgmg～０．２５～０．２５mgmg ：　　：　　 　　→　　　→　 ６６点点

〔参考〕　０．２５〔参考〕　０．２５mgmg　：　　：　ビール大瓶２本　６０分後ビール大瓶２本　６０分後

　　　　　　　　　　 ０．１５０．１５mgmg　：　　：　ビール大瓶１本　１５分後ビール大瓶１本　１５分後



飲酒の基準の引き下げ理由飲酒の基準の引き下げ理由

飲酒運転の事故件数の増加　（飲酒運転の事故件数の増加　（H.1H.1～１２～１２年）年）

　　　全体では　　　　　　　全体では　　　　 １．２９倍１．２９倍

　　　０．２５　　　０．２５mg mg 未満では　　　未満では　　　 ２．３８倍２．３８倍

死亡・重傷事故率の高さ　（死亡・重傷事故率の高さ　（H12H12年）　年）　

　　　　　　０．２５０．２５mgmg未満の酒気帯び未満の酒気帯び １４．１％１４．１％

　　　飲酒なし　　　飲酒なし 　８．５％　　８．５％　　　



各国の罰則基準　各国の罰則基準　（平成１５年１１月調査）（平成１５年１１月調査）

0.8mg/l(呼気)
1.6mg/ml(血液)

オーストリア0.5mg/ml(血液)イタリア

0.4mg/l(呼気)
0.8mg/ml(血液)

ニュージーラ
ンド

0.25mg/l(呼気)
0.5mg/ml(血液)

スペイン

0.38mg/l(呼気)
0.8mg/ml(血液)
1.0mg/ml(尿)

アメリカ
（ワシントンＤ

Ｃ）

0.25mg/l(呼気)
0.5mg/ml(血液)

ドイツ

0.35mg/l(呼気)
0.8mg/ml(血液)
1.07mg/ml(尿)

イギリス
0.25mg/l(呼気)
0.5mg/ml(血液)

フランス

0.5mg/ml(血液)デンマーク
0.1mg/l(呼気)

0.2mg/ml(血液)
スウェーデン

罰則対象となる
アルコール量

国名
罰則対象となる
アルコール量

国名



飲酒運転対策強化前後１年の比較飲酒運転対策強化前後１年の比較
〔取締り件数〕〔取締り件数〕

▲　　▲　　7.17.1

▲▲

15,41215,412

200,617200,617

216,029216,029
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0.150.15　～　～
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0.250.25以上以上酒酔い酒酔い



飲酒運転対策強化前後１年の比較飲酒運転対策強化前後１年の比較
〔交通事故件数〕〔交通事故件数〕
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飲酒運転対策強化前後１年の比較飲酒運転対策強化前後１年の比較
〔死亡事故件数〕〔死亡事故件数〕
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教唆・幇助犯の取締り教唆・幇助犯の取締り（平成１５年）（平成１５年）

　合　　計　合　　計そのその

他他
酒類酒類
提供提供

車両車両

貸与貸与
　　

　教唆　教唆

4444

3838

　　６　　６

助助

　　　　　１７　　　　　１７　　４　　４　　６　　６　　　　１　　　　１　酒酔い　酒酔い

2092091616128128　　　２１　　　２１　合　計　合　計

1921921212122122　　　２０　　　２０酒気帯び酒気帯び

　幇　幇　　



飲酒運転飲酒運転教唆　教唆　の例（１）の例（１）

被疑者は、友人数人と共にカラオケボックスで

飲酒し、　同所からドライブに出発するにあたり、

友人が酒気を帯びていることを知りながら自己

所有の普通乗用車を貸与し、運転を依頼した

　　

　（教唆者の同乗なし　事故あり）　　

　罰金２０万円



飲酒運転飲酒運転教唆　教唆　の例（２）の例（２）

　被疑者は、自分が経営する会社の従業員２人

と共に居酒屋で飲酒後帰宅するにあたり、従業

員が酒気を帯びていることを知りながら　「疲れ

たから運転を頼む。」と自己所有の普通乗用車

の運転を依頼した

　

　（教唆者の同乗あり　事故なし）

　　罰金２０万円



飲酒運転飲酒運転幇助　幇助　の例の例

被疑者は、結婚式の披露宴で飲酒し酒気を帯

びている友人から「人を送るので車を貸して欲

しい」との依頼を受け、自己所有の普通乗用車

を貸与した

　（幇助者の同乗あり　物損事故第１当事者）

罰金１５万円



交通死亡事故抑止への協力交通死亡事故抑止への協力

・・　罰則の強化　＝　心理的強制　罰則の強化　＝　心理的強制

　　

・・　　自発的な安全性向を高める必要性自発的な安全性向を高める必要性

　　　　広報への協力（私的意見）　　　　広報への協力（私的意見）


